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～海外人材を受け入れるメリットや難しさは何か？～

韓国弁理士　金　鎮伯（1）

韓国弁理士　閔　泰皓（2）

要　約
　韓国弁理士が日本の知財業界で長期にわたって働いた体験記を2つ紹介する。1つ目の体験記は，韓国弁
理士が韓国で働いているときに日本企業から内定をもらい，日本に渡って企業内の特許業務を経験した記録で
ある。2つ目の体験記は，韓国弁理士が韓国の職場を辞め，日本現地に行って日本語を学習しながら就職活動
をし，就業先の日本の特許事務所で働いた記録である。韓国人を含む外国人が日本で働く場合のメリットや困
難は何かについてを考え，日本の知財業界で海外人材を活用する場合の参考になれば幸いである。
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1.はじめに
　21 世紀に入り，日本の知財業界でも，ますますグ
ローバル化の流れが進んでいる。日本特許庁の統計資
料（3）によると，2020 年の日本からの PCT 国際出願件
数は 50,527 件で 4 年前に比べて 11.2％増加しており，
米国，中国，欧州，韓国など海外への特許出願件数が
増える状況が続いている。一方で，2020 年の海外主要
国から日本への特許出願件数は，米国から 22,451 件，
欧州から 19,272 件，中国から 8,406 件，韓国から 5,881
件となっている。このように日本から海外への特許出
願件数が相当数あり，外国から日本への特許出願件数

も少なくない中で，これらの出願から生じる中間処理
実務や，審判・訴訟などの紛争業務もその分だけ存在
している。
　そもそも知財業界は外国人人材の活躍を必要とする
業界で，現在，日本の知財業界でも我々韓国人をはじ
め，米国人，中国人などの相当数の外国人が勤務して
いると思われる。これに昨今の企業活動のグローバル
化と日本社会の少子化の流れが加わり，今後も日本の
知財業界への海外人材の活用，すなわちダイバーシ
ティの要求が高まっていくものと思われる。
　そんな日本の知財業界で働きたいと考える韓国人
は，今後も多く出てくるであろう。韓国社会は，日本
でもよく知られているとおり，輸出主導型の経済社会
である。韓国の知財業界も同様で，韓国の弁理士試験
には外国語試験（4）が含まれている。外国語の習得や海
外への就職に関心のある韓国弁理士は多い。
　しかしながら，韓国人を含む外国人が日本の知財業
界で言語や文化の壁を越えて，一人前の業務をこなす
ことは言葉でいうほど容易ではない。外国人として日
本社会に適応し，専門性を活かす努力が必要になる。
　したがって，本稿では，日本の知財業界のダイバー
シティという観点から，実際に日本企業と日本特許事
務所で勤務した 2 人の韓国弁理士の体験記をそれぞれ
紹介する。
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2.韓国弁理士が日本企業で働いてみた
　2.1　日本企業勤務への興味
　職業として弁理士を選ぶ韓国人は，大学進学後に弁
理士試験の勉強を始め，試験合格した後に特許事務所
やローファーム，企業の知財部に就職する者が多い。
　私（キム）は大学卒業後の 2004 年に韓国弁理士試
験に最終合格し，韓国の某特許事務所に就職して 2005
年 1 月から特許実務に携わるようになった。その特許
事務所は，日本，米国を含む外国から韓国への外内特
許及び商標出願業務を主にしている所であった。
　私は日本語能力試験（JLPT）1 級の資格（5）を取って
いた（6）こともあり，日本企業からの韓国特許出願と権
利化業務を主に任されるようになった。韓国では弁理
士試験に合格した後には，1 年間の修習弁理士という
見習い期間が待っているが，この期間に私は先輩弁理
士の指導を受けながら新規出願の翻訳文の検討や拒絶
理由の分析コメント作成業務を主に担当した。
　見習い期間が過ぎてからは，さらに多くの日本企業
の特許関連業務を任された。こうして私の担当した自
動車，鉄道，電子部品などの技術分野に関連して，出
願明細書のレビューや OA 対応のコメント作成など，
未処理案件のファイルが山のように私の机の上に積み
重なるようになった。当時，OA への対応をする際に
は，私自身が直接拒絶理由を分析する場合も，日本の
クライアントが分析した簡単な指示書（A4 用紙 1-2
頁程度）に基づいて意見書，補正書を作成する場合も
あった。数多くのクライアントの指示書から，すべて
の担当案件を綿密に検討して処理するのは，現実的に
かなり大変だったと覚えている。
　私は自ずと，出願企業の知財部ではどのような業務
が行われ，いかなる過程を経て指示書を作成している
のか想像し，関心を抱くようになった。そして次第に
私も直接そうしたポジションで仕事をしてみたいと思
うようになり，どうせなら韓国国内よりも海外の先進
企業で働きたいという考えが強くなっていた。そんな
最中に，ある日，何気なくインターネットで日本企業
のホームページを検索しながら特許関連の求人情報を
探してみたところ，たまたま日本大手自動車メーカー
の知財子会社（TT 社）で海外特許出願業務を担う中
途採用の広告を発見した。もちろんそれは，外国人の
採用までは想定していない日本国内向けの求人広告で
あったが，私にはあたかも私のための運命のメッセー
ジかのように感じられ心を強く揺り動かした。

　2.2　日本企業への就職
（1）　履歴書（及び職務経歴書）
　私には日本への留学経験も日本で生活した経験もな
かったが，だからこそ新しいことに果敢に挑戦し，求
人広告に応募してみたいと強く思った。採用されるだ
ろうという思いよりかは，落ちても成功するまで何度
でもチャレンジしてみようというつもりで履歴書を作
成した。当時は参考とすべき前例もなく日本語で履歴
書を作成すること自体たやすいことではなかったが，
試行錯誤しながら草案を作成し，その時週 2 回の日本
語レッスンを受けていた日本人ネイティブの先生に相
談をして履歴書の手直しも受けた。こうした過程を経
て，やっとの思いで完成させた履歴書を，私は提出
した。

（2）　実務テスト
　履歴書を提出してから 2 週間ほどが過ぎ，書類審査
通過の連絡が私の元に届いた。しかし，米国 OA 処理
に関する実務テストの書類一式も一緒に同封されてい
た。私が手にしたそのテスト書類は，すべての番号が
黒塗りされた米国特許明細書と OA サンプルで，（i）
拒絶理由を分析し補正案を作成して，発明者向けの日
本語コメントを作成し，（ii）米国現地代理人向けの英
文インストラクションを作成し，解答案として提出す
るように書かれていた。
　提出期限は，TT 社の発送日から数えて 10 日後必
着が条件であった。しかし韓国にテスト書類が届くま
でに既に 1 週間が経過していたため，国際宅配便で急
ぎ返信するとしても，テストを解く時間は 1 日しか
残っていなかった。その日，私は事務所を早退し，夜
を明かしながら必死に拒絶理由の分析，補正案の作
成，コメント及びインストラクションの作成をし，翌
日，その解答案を日本に発送した。米国 OA の実務が
試されるテストであったことは意外であったが，幸い
にも修習弁理士の当時から米国特許実務に関する勉強
もしていたことが役に立った。

（3）　面接テスト
　さらに 3 週間ほど過ぎた後，面接の日程に関する案
内が届いた。2006 年 5 月のある日，私は胸の高まり
を感じながら仁川（インチョン）国際空港で飛行機に
乗り，中部国際空港セントレアを経由して，何とか無
事に名鉄三河線に乗り，愛知県豊田市へと向かった。
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この時のことで今でも印象に残っていることがある。
私はこの時，日本では就職面接会場までの交通費を支
給すると聞いていた。韓国ではほとんどない話で，飛
行機代も支給されるものと思っていたのだが，結局
は，海外からの来場は想定していないという理由で日
本国内の電車代のみ支給が受けられることとなった。
言ってみれば，それほど異例なケースだったと思う。
　面接の場を与えてくださった日本企業の立場を考え
てみると，日本生活の経験も何もなかった当時の私
は，いわば突然来日した異なる文化の外国人であっ
て，日本の文化や会社生活に適応できずにすぐ帰って
しまうリスクも当然考慮していたはずである。それに
もかかわらず，TT 社はダイバーシティの観点から外
国人採用の可能性を見出して，果敢で前向きな検討を
してくれたものと感じている。この時期に 10 人近く
中途採用されていたということも大きな幸運であっ
た。当日，私は 5 人の面接官と 2 時間にわたって脂汗
が出るような面接を受けたが，入社後に聞いた後日談
によると，面接の結果は「日本語がまだ未熟な部分も
見られ，日本に住んだ経験がないため心配になる点も
なくはないが，『できる』と強調する私の目の表情か
ら情熱が伺え，実務テストでも高い評価を受けた」と
のことであった。
　以上のような綱渡りの関門を通過して，幸いにも採
用内定通知を頂くことができた。その後，日本の入国
管理局から就労ビザが出るまでには，約 4 ヶ月がか
かった。

　2.3　日本企業での勤務
（1）　処理業務
　私の勤務地は，東京の西新宿にある TT 社の東京オ
フィスに決まった。住居は臨時的に保証人不要の都内
の賃貸マンションに決め，2006 年 11 月から電車での
会社通勤が始まった。会社生活にも慣れてきた 6 か月
後に，住居は別の賃貸マンションに移った。
　TT 社は，その親会社を含む企業グループの各種知
財業務を扱う知財集約型の子会社であった。ただし，
グループ各社の日本国内出願自体は出願人である各社
自らが行っていた。入社以来の私の主な担当業務は海
外出願及び権利化であったため，日々の業務の一定の
部分は特許事務所の業務とよく似ていたが，企業なら
ではの独自的判断をする部分や企業独自の業務スタイ
ルは新しい経験だった。例えば日本出願明細書に基づ

く海外出願業務では，米国，欧州，中国，韓国などの
現地実務に合わせて請求項の記載形式に修正し，審査
請求に応じて請求項数を拡大するなど，外国出願用の
明細書を作成する業務が多かったと思う。一方，外国
で発行された OA に対しては，社内の担当者自らが分
析するか，または当該国の現地代理人の分析を得て，
発明者レビュー手続を進めた。そのほか，外国の特許
制度に関する実務知識の蓄積のために米国，欧州，中
国，韓国などの国や地域別の社内ワーキンググループ

（WG）が活動しており，定期的に月 1 回で成果を共有
したり，愛知県の本社と東京オフィス間のテレビ会議
も頻繁に行われたりした。
　社内には中国系米国人の特許弁護士がおり，他にも
本社の翻訳部署には米国人や中国人が在籍していた。
　こうした日常業務で日本語での会話が重要となる場
面は，やはり出願人企業の知財部担当者との電話によ
るコミュニケーションであった。韓国で日本語を学ん
でいたと言っても日本語が母国語ではない私には，電
子メールや書信連絡ではない日本語会話でのコミュニ
ケーションは容易ではなかった。特に日本企業でのビ
ジネス日本語はなかなか身に付かなかった。こうした
状況を早期に克服したい思いに駆られ，勤務中に私は
同僚が電話で使っている日本語を真似てみたり，退勤
後には日本語学校でビジネス日本語過程を 1 年間履修
することも決めた。
　人生初の外国生活である日本の会社生活では「郷に
入れば郷に従え」ということわざが大切だったと思
う。母国語でない勤務環境は初めはとても大きなスト
レスであったが，会社の上司や同僚らはそのことを理
解して待ってくれたし，私もそうした期待に応えた
かった。少しでも自然な日本語を身に付けるために，
業務後に通った日本語学校では実用的なビジネス表現
を身につける努力をし，常に片手に電子辞典を持ち歩
いて，電車の中でも街中を歩く時にも知らない日本語
があればすぐに辞典を引くことが習慣になった。そう
しながら，何度も忘れては覚え，覚えたら話すことを
数え切れないほど繰り返した。
　そうやって覚えた日本語表現を披露する場として
は，会社の会議などで発表することがしばしばあった
し，日本語で電子メールをやり取りする機会はそれ以
上に数多くあったが，外国人だからという特別な扱い
は望まなかった。言葉が不得手だという印象を相手に
与えたくなかった私は，発表の前には，あたかもアナ



韓国弁理士が日本知財業界に就業挑戦

パテント 2022 － 52 － Vol. 75　No. 6

ウンサー試験を受ける者のごとく，家では鏡の前で繰
り返し練習をした。電子メールを作成した後は，一人
で自ら手直しを 2～3 回はしてからようやく送信ボタ
ンを押した。そんな生活の中でも年末年始やゴールデ
ンウィークには韓国の実家に帰省したが，日本に戻っ
てくる時が近づくとなぜか日本語を忘れてしまったよ
うな不安に襲われ，飛行機の中では必ず日本の雑誌を
読んだことが思い出される。そうした時を経て，私は
日本語で夢を見て，頭の中の思考も韓国語を介さずに
日本語だけでできるようになった。

（2）　勤務環境
　私は日本で生活しながら，言葉と文化を一緒に学ん
でいったと思う。私はかつて「言語は文化を盛る器」
と教わっていたが，日本社会や会社の中で感じた市民
の規律意識や親切さ，各々の立場での責任感は，日本
語という言葉に深く溶け込んでいることを時々発見し
たものである。
　会社の文化という面でも，私が経験した日本は，さ
まざまな領域で仕事の処理が非常に細やかで丁寧だっ
た。少し極端な表現ではあるが，日本はスピードより
もミスなく慎重に「石橋を叩いて渡る」システムで，

「マニュアル社会」であると聞いていた。私は日本で
の社会生活を通じて，日本のモノづくりがガイドライ
ン，マニュアル，手引き，手順書などの様々な充実し
た仕組みの中で発展してきたという話を理解できるよ
うになったと思う。私が担当した知財業務の内容自体
は日本と韓国でだいぶ似たものだったが，日本の会社
では各自が本人の職域で責任感を持って取り組み，長
期的に専門性を高める傾向があり，そうした両国の企
業雰囲気の違いは印象的でありながらも，とまどいを
覚えることもあった。
　多くの韓国企業の職務環境は，代理，課長，次長，
部長，チーム長，取締役など，職級別の処遇が大きく
異なるため，会社員にとって昇進が大きな関心事項と
なる。個人の能力発揮と競争が激しくなる半面，仮に
管理職への昇進が遅れた場合には，他社への転職を余
儀なくされる場合もよくある。両国の企業文化には，
こうした違いがある。
　細かなところでは，日本では昼食として家から弁当
を作ってきたり，会社の近くでお弁当を買ってオフィ
スで食べるのが一般的であった。当時の韓国では，そ
のような弁当文化は広まっておらず，日本のような多

種多様な弁当がコンビニなどで売られていなかった。
私はときどき，日本という外国の生活の中で，会社の
同僚と昼食を共にしたいと思うこともあった。
　入社後，特に T 部長と K 室長には，私が日本での
生活で困った点はないか面談も頻繁にしていただい
た。プライベートでも，プロ野球観戦，スキー旅行も
企画して一緒に楽しむ等，多くの配慮をしてくださっ
た。そのおかげで私は日本での生活にスムーズに適応
できたと思う。部署の同僚からも親切に接してもら
い，時々，昼食を一緒に食べたし，私には彼らと過ご
す時間がとても貴重でありがたく，飲み会はほとんど
抜けたことがなかったと思う。

（3）　教育システム
　教育システムとしては，OJT と JIPA などの外部知
財研修があり，日本人の同僚と同じ環境と機会が与え
られた。OJT としては，外国出願用明細書の作成業
務や海外 OA 対応業務について少なくとも週 1 件ず
つチームリーダに口頭で案件の説明をし，フィード
バックをもらう形だった。一方，外部知財研修は義務
ではなかったものの，私は米国，欧州，中国の OA
対応などの外国実務に関する講座を中心に受講した。
いずれも知財の業務能力向上に役立ったと思う。
　一方，人事評価も日本人と同じ基準で行われ，評価
に対するフィードバックも面談を通じて詳しく聞き，
納得した記憶がある。

　2.4　別の日本企業への転職
　TT 社で私は海外出願業務を 2 年間重点的に行って
きたが，日本企業で働いているという立場から，特許
出願のための直接的な発明の発掘，知財に基づく研究
開発戦略の樹立，日本国内出願及び権利化業務を経験
したいという思いが心の中にあった。ちょうどこの時
期，TT 社は東京オフィスを撤収して本社に業務を統
合する時期と重なっていたこともあって，私は悩んだ
末に転職活動をし，何とか首都圏にある別の日本企業
に転職することが決まった。私にとって，TT 社は自
分を日本の知財業界に引き入れてくれた運命の会社で
あった。私はその時の思いと事情を会社に話して退職
することとなったが，私を採用し数多くの配慮をして
いただいた感謝の思いは忘れたことはなく，今でも当
時の同僚とはプライベートも含めて交流を続けている。
　転職に際して，2008 年の当時は，リーマンショッ
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ク直前まで多くのテック企業が好況であり，知財関連
の求人広告も多かった。私は就職エージェント会社を
通じていくつかの会社と面接を行った結果，ある日本
大手総合エレクトロニクスメーカー（F 社）は，私の
ような外国弁理士に対して，特許部からの説明及び採
用に最も積極的であった。
　私は F 社に入社して川崎本社での勤務となり，慣
れ親しんだ外国出願・権利化業務の遂行と併行させな
がら，特許部のメンバーとして新しい業務に携わるこ
とができるようになった。国内出願のための発明の発
掘などに関して事業部会議に参加し，特許マップを参
考にして研究開発や特許確保のための戦略を議論し，
特許抵触の確認のための社内鑑定業務も進めることが
できた。F 社の特許部には韓国人の私以外にも，主に
明細書翻訳業務を担当していたカナダ人や，電子デバ
イス関連の知財業務を担当していた中国人メンバーが
おり，ダイバーシティの観点でも優れた業務体制を有
していたと思う。

　2.5　帰国の契機
　私にとって日本での生活の大きな転機は，F 社に勤
務して 4 年目の 2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が起
こったことだった。その日はいつものように特許関連
のグループ会議が行われていたが，急な数回の横揺れ
と続く大きな縦揺れが起きて，大地震であるから本社
建物から出て屋外へ避難するようにとの指示があった。
　その後は，予想できない多くの出来事があり，各地
の被害を聞くたび本当に残念に思った。私の妻と 3 歳
の息子は帰国し，私は日本で一人暮らしすることに
なった。その後，1 年半が過ぎた頃には家族が日本へ
戻ってくるのが現実的ではなくなり，私も心を決め
て，日本生活 7 年目にして日本を離れ韓国に帰国する
こととなった。もし東日本大震災がなかったら，今も
日本で会社に通っていたかもしれないと思っている。
　韓国に戻ってからは日本での経験を生かして，現在
の職場に就職し，日本企業の韓国内での特許取得や調
査，紛争などの業務に携わっている。日本企業での勤
務経験は，日本のクライアントとコミュニケーション
を図るのにかなり役立っている。韓国にいながらも日
本をさらに知って理解できるように，韓国内の日本企
業の駐在員とフォーラムを通じた交流活動にも力を入
れ，日本ライセンス協会にも加入して交流を継続して
いる。

　日本への就職を希望する人には，私の経験をもとに
積極的に推奨しており，私がまた 2006 年に戻るとし
ても日本企業への就職の道を進むであろう。

3.韓国弁理士が日本特許事務所で働いてみた
　3.1　日本特許事務所を目指す契機
　私（ミン）は，2004 年に韓国弁理士の試験に合格
し，2005 年に韓国の特許事務所に就職した。日本企
業からの特許出願が多い事務所であることを知ってい
たが，実際に働いてみると，韓国語への明細書翻訳は
日本語担当のメンバーが行っていた一方で，日常の拒
絶理由通知への対応の場面では日本公報が引用される
場合も多く，その対応には日本語の原文明細書や引用
文献の理解が必要であった。
　日本企業が韓国で行う審判・訴訟事件を担当した際
には，日本企業の事件担当者が，期日当日の出席や事
件の対応議論の目的で，韓国を来訪して日本語での会
議を行うこともあった。当時の私は日本語をほとんど
理解できなかったため，会議が終わった後に日本語が
可能だった先輩所員から会議内容をよく教えてもらっ
ていたものである。そうした先輩所員の負担を考える
とき，私は会議への参加がためらわれるときもあった。
　私は日常業務の中で日本語の必要性を切実に感じな
がらも，日々の忙しさの中で日本語の塾にきちんと通
うこともできず，初歩的な日本語理解の水準にとど
まっていた。そうした中で，私は日本語能力を向上さ
せたい思いにかられ，そのために思い切った挑戦もし
てみたいと思うようになったのである。
　私は日本に行って現地の日本語を学び，日本の特許
事務所にも就職して実務経験を積みたいという夢を見
始めた。その当時，本稿の共同著者である金鎮伯韓国
弁理士が日本企業に勤務中であった。他にも 2 名の韓
国弁理士が日本の特許事務所で働いていたため，私は
彼らと交流しながら日本現地でのさまざまな話を聞い
たことが，日本行きへの大きな動機付けになった。

　3.2　留学（就学）・就職
　日本行きの計画を立てる上での一番の懸念材料は，
日本での滞在資金と就職先の確保をどうするかであっ
た。特に私は結婚を控えていたため，結婚後に 2 人一
緒に渡日するということは容易な決断ではなかった。
私は，妻やその両親からの承諾を得る努力をし，留学
のメリットや日本での就業に失敗した場合の対応など
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を，誠心誠意，説明した。
　2008 年 7 月頃より，私は日本留学の計画を実際に
進めていった。私は韓国の知人の協力を得て，保証人
が不要な 1 年間の賃貸マンション（田園都市線の桜新
町駅近く）の契約をし，日本語学校（渋谷所在）も決
めた。この契約を境に，本格的に日本語の勉強も始め
るようになった。そして日本に入国したのは，2009
年 4 月のことであった。日本の在留資格は就学ビザで
あり，日本語学校が発給の手続きをしてくれた。1 年
間後には就職を果たして，就業ビザに変更することが
目標だった。
　私は妻と一緒に，日本での生活を始めた。不慣れな
新しい生活は，すべてが目新しく面白かったのと同時
に，日本語能力の不足や未来に対する不安も抱えたも
のだった。午後 1 時頃まで日本語学校で授業を受け，
昼食を食べた後，家の近くの図書館で夕方まで日本語
の勉強に没頭した。日本語授業の予習・復習のほか，
日本の特許事務所に就職するために日本語能力試験

（JLPT）のための勉強をし，2009 年 7 月頃に JLPT
の最高レベルである 1 級への合格を果たした。残る問
題は日本の特許事務所への就業であったが，未だ日本
語能力に不足を感じていた私は就業先について悩みは
多かった。
　日本語学校での生活も 4 ヶ月を過ぎた頃には，勉強
中心の生活に単調さを感じるようになっていた。現実
の生活面でも，当時はかなりの円高ウォン安もあっ
て，準備してきた留学資金も不足しつつあり，仕事を
始めるほかない状況であった。日本語学校の学期は
2009 年 9 月末までであり，私は，その前の 2009 年 8
月に履歴書を提出してみることにした。応募に際し
て，米国人，中国人などの外国人がすでに多数存在
し，ダイバーシティを重視している事務所であること
が最も重要な要素であると考えた。私は，当時恵比寿
にあった（現在は「丸の内」所在）の事務所に履歴書
を電子メールで送付した。履歴書と職務経歴書の書き
方は，インターネット検索を通じて日本の様式を調
べ，日本人の知人にチェックをしてもらった。職務経
歴書には，韓国の事務所で経験した業務の種類やその
処理件数を具体的に記載した。
　幸運にも採用面接の機会が与えられ，未だ不得手な
日本語ではあったが，アピールすべきポイントについ
て予めスクリプトを準備し覚えてから面接に臨んだ。
当日は，会長および所長との面接となった。外国人と

して日本語が十分でない点は当然あるけれど，米国特
許弁護士，中国弁理士，中国スタッフが在籍している
ので，韓国弁理士も採用したいという前向きな話をし
てくれたことを覚えている。面接を終えるときに，会
長が正社員としての内定意思を示唆してくれた。私の
妻は，近くの喫茶店で面接が終わるのを待っており，
一緒に喜びの涙を流した。この日は，ほぼ 4 年近くに
及ぶ日本の生活の中で，最も嬉しかった日の一つと
なった。
　数日後，正式な内定通知書が届いた。事務所の配慮
により，予定どおり 2009 年 9 月いっぱいは日本語学
校に通い，2009 年 10 月から出勤することになった。
就業先の決定により，私たちをようやく胸をなでおろ
した。出勤日までの期間は，日本語の勉強を継続しな
がら，就業生活への必要な準備も進めていった。

　3.3　日本特許事務所での勤務
　幸いにも日本特許事務所に就職できたが，新しい日
本の職場の文化にうまく適応できるか，与えられる業
務を問題なくこなせるか，さらには事務所に貢献でき
るかは未知数であった。2009 年 9 月から約 3 年 6 カ
月間は，こうした課題解決の連続であった。

（1）　事務所への所属意識とメンバー間の交流
　日本の事務所で実際に働くときに私が最初に思った
ことは，日本人所員たちとの関係をつくりたいという
こと，そして業務で通用する日本語の能力を高めたい
ということだった。外国で働くということは，日常の
業務だけでなく，事務所の一員としての所属意識や所
員との交流する機会が大切だと思っている。
　私が就職した特許事務所の勤務時間は午前 9 時～午
後 5 時 40 分であったが，私はできるだけ 8 時までに
出勤するように努力した。出勤して 9 時までは日本語
の勉強をし，当日の業務内容をチェックするのが朝の
日課であった。当時，私の席が所長の近くであったこ
ともあり，出勤時と退勤時には所長に挨拶をすること
も心掛けた。短い挨拶の言葉を交わすだけでも，重要
なコミュニケーションになると考えたし，少しでも誠
実に事務所の業務に臨もうと思った。後年，私が事務
所を退職する折には，所長から当時の挨拶を心掛けた
日々を思い出して褒めて頂いた。
　毎週月曜日の朝には，所内の広い空きスペースに全
員集まって朝会を行った。韓国の事務所では，経営陣
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などの一部のメンバーが集まる形式の朝会がある程度
なので，所員全員が集まる朝会は，事務所全体の動静
が分かり，所員とも会えるよい機会であった。私が所
員みなの前で自己紹介をしたのも，退職時の別れの挨
拶をしたのも朝会であった。一週間の業務は，朝会の
最後に会長や所長が「今週も頑張りましょう！」とい
う大きな掛け声を聞きながら始まるのが常だった。
　事務所内のイベントも所員と交流する良い機会だっ
た。毎年恒例の忘年会や新年会，2010 年の仙台・松
島への所員旅行，ワイン会などに積極的に参加しなが
ら，何人かの所員と個人的に親密な関係を築くことが
できた。その他にも，プライベートなランチや飲み会
などに進んで参加し，所員との親交を図り，多くの所
員との関係を徐々に深めていきながら，事務所に慣れ
親しんでいったと思う。
　2011 年 3 月 11 日，私は東日本大震災を経験するこ
ととなった。韓国では大きな地震はまず起こらないた
め，私にはまったく想定できない出来事であったが，
当時，所員のほとんどは普段通り落ち着いて勤務して
おり，私も同じように行動するようにした。外国人だ
からといって特別扱いされるという考えはしないよう
に努め，これは私が日本で働く時の基本的な考え方で
あったと思う。
　地震の発生時は高層ビルの 32 階で勤務していた。
家には妻と生後 5 ヶ月の娘がいたため，私は 4 時間か
けて家に歩いて帰った。週末が明けた 3 月 14 日の月
曜日には，通常通り出勤をし，まず行った仕事は，天
災地変の場合において韓国で特許出願手続きの懈怠に
よる救済措置を受けられるかについて調査すること
だったと覚えている。その数日後の朝，出勤したら私
の机の上には，ミネラルウォーターと所長からの手紙
が置かれていた。それは心のこもった慰労の手紙で，
非常の災害時に私と妻はどれだけ嬉しく心強かったか
わからない。所長夫妻からは，娘の誕生の時など，事
あるごとに心をかけていただき，外国生活での孤独感
を拭い心強いサポートを受けていると感じ，地震後の
日本での生活にも大きな力となった。

（2）　言語能力
　もともと私が日本に行くことを決めたのは，現地で
の日本語能力の向上が目標であった。実際に日本の特
許事務所では，所員とのコミュニケーション以外に，
業務遂行のために日本語能力は必須であった。私は未

だ不十分だった日本語能力を高めるため，出勤して始
業前の時間や退勤後の時間も日本語の勉強に充てるこ
とにした。日常生活の中では TV から聞こえる日本語
も，地下鉄での移動や街中で目にする日本語も，すべ
てが勉強になった。私はそのつど辞書を引き，その意
味や読み方を調べる努力を続けた。
　特許事務所では書面作成が主な業務となるため，日
本語を書く能力が重要であった。私が入所した初めの
頃は，韓国特許出願の中間事件で拒絶理由の検討コメ
ントを日本語で作成する業務を多く担当した。事務所
の在籍期間中には，私はさまざまな業務を担当したが，
日本のクライアント宛ての書面を含め日本語の作文能
力は継続して必要な能力であった。まだ書く能力が十
分でなかった頃は，日本人所員による検討を十分に受
ける必要があった。
　日本語を検討する日本弁理士によって，それぞれに
独自のスタイルがあったため，似た内容であっても人
により指摘を受けたり受けなかったりしたことがあっ
た。そうした検討結果の違いは，時に紛らわしく感じ
たこともあったが，私はそれらの指摘をできるだけ受
け入れた上で，自分なりのスタイルで消化しようと努
力した。誰からも指摘を受けない中間事件のコメント
を作成することを目標として，過去に所内の日本弁理
士たちが作成した過去の文章を参考にし，さらに各中
間事件の明細書，引用発明，拒絶理由などの検討も綿
密に行い，そうした日々の努力を重ねた。これにより
1 年経った頃には，大きな指摘を受けない日本語文章
を書けるようになったと思っている。
　次に，特許事務所の業務はデスクワークであるた
め，日本語での聞き取りや話す能力を伸ばすために
は，別途の努力が必要であった。しかし，自らプライ
ベートな席に参加してみても，相手の話の理解が難し
いこともよくあり，自分の意思を十分に表現すること
も困難であった。その大きな原因としては，やはり日
本語の語彙力が不足しており，単語は覚えても忘れや
すいため，単語を何度も暗記しては使う練習を継続的
に行うよりほかなかった。
　加えて，日本での社会生活に通用する「ビジネス日
本語」の体得は，容易には達成できない高いレベルの
問題であった。書籍での勉強だけでは，自然な敬語表
現を覚えることも難しかった。そこで私は，4 カ月間
にわたり，週 2 回のペースで，退勤後にビジネス日本
語学校に通うことにした。学校では日本語の敬語表現
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を学び，2 人組で実際に会話練習をする機会が得られ
た。当時，ある日本企業で 10 年以上勤務している外
国人も一緒に学んでいたが，外国滞在年数と外国語能
力とは必ずしも比例するわけではないことを改めて感
じたことを記憶している。
　そして私にとって想定外だったことは，韓国にいた
時よりも，英語が必要とされたことである。私が所属
していた内外部門には，米国人が複数名いたことに加
え，韓国出願以外にも米国，ヨーロッパ，中国などの
出願事件を担当するために，英語で指示書を作成しな
ければならなかった。業務に必要な英語能力の向上の
ために，私は数ヶ月間英会話学校に通ったり，TOEIC
試験を 3 回受験したり，明細書（技術）の英語翻訳に
関する複数の書籍を購入して時間のある時に勉強した
りした。日本で，日本語での説明を聞きながら英語の
学習や試験を受けていたときには不思議な気分になっ
たものである。

（3）　業務能力の向上及び業務範囲の拡大
　韓国弁理士が日本の特許事務所で働く場合には，日
本企業からの海外出願を扱う内外部門に配属される場
合が多いと思われる。私もこの例に漏れず，内外部門
の所属となり，入所当所は韓国特許出願の中間事件を
主に担当した。そして徐々に，内外部門の本来的業務
である，米国，ヨーロッパ，中国などの諸外国特許出
願の中間事件まで業務範囲を広げていった。私は，必
要に駆られて米国やヨーロッパなどの特許実務につい
て勉強をした。事務所には米国やヨーロッパから海外
代理人も頻繁に訪れ，彼らから該当国の知財に関して
英語での講演を聞いたときは，その国の知財実務や最
新動向を学ぶことができ，良い刺激にもなった。
　内外業務の処理が十分できるようになってきた頃，
私は外内業務にも携わりたいと思うようになった。こ
の要望は事務所に快く受け入れてもらえ，私は韓国企
業による日本出願の中間事件処理業務を，日本人の担
当弁理士を補助する形で関わることができるように
なった。あくまで担当弁理士の監督のもとではあった
が，意見書案および補正書案を日本語で作成し，日本
特許出願実務について書籍ではなく実務で直接経験す
ることができた。
　日本出願の中間事件の処理には日本特許実務の理解
が必要であったが，担当弁理士から直接学ぶこともで
きたし，特許明細書の書き方などを説明した専門書籍

を通じて学ぶこともできた。特に私にとって有意味
だったのは，所内の弁理士が執筆した特許実務書を韓
国語に直接翻訳し，韓国で出版する事業に携わったこ
とである。こうした経験を通じて，日本と韓国の微細
な実務上の違い（7）も理解していった。
　日常的な業務のほかにも，韓国弁理士として，事務
所内での韓国実務教育や，韓国での法改正および実務
変更に関するニュースレターを作成することもあっ
た。韓国企業や韓国特許庁からの来客対応，および，
韓国企業からの日本出願の誘致にも微力ながら尽力し
た。この一環として，韓国への事務所 PR 活動にも取
り組み，上述したような事務所内で執筆した特許実務
書や寄稿文を韓国語に翻訳して韓国国内向けに発行し
たり，日本の重要判決について韓国の知財専門誌に寄
稿したりした（8）。
　私のように日本で働く韓国弁理士の中には，日本弁
理士の試験に挑戦し，中には合格を果たす者もいる。
私もそうした話に刺激を受け，業務と併行して独学で
日本弁理士の試験に挑戦し，2012 年の短答式筆記試
験に何とか合格することができた。日韓の知財制度や
法体系はよく似通っており，試験科目の多くも共通し
ているため，一から勉強しなくても良いことは有利
だったと思う。とはいえ，その年の論文試験は準備不
足により失敗した。その後，私は 2013 年 2 月に帰国
したため，残る 2 度の論文試験の受験機会を活かすこ
とはできなかったが，受験勉強を通じて得た日本知財
法に関する知識は，その後も日本の業務をするのにお
いて大いに役立っている。
　日本の特許事務所では，日本や諸外国の特許実務の
経験は増えていく一方で，韓国の実務，特に特許紛争
実務については経験を積みにくいという点は韓国弁理
士として残念な部分だったと思う。これは，日本企業
による韓国での紛争事件が，主に日本企業と韓国の
ローファームまたは特許事務所との間で直接行われる
場合が多いからだと思われる。
　ただし，近年，韓国弁理士会では，オンラインでの
実務研修（2 年間で 24 単位の研修必要）を受けるこ
とができ，これにより特許法院の判事による知財訴訟
実務の講義など，最新の情報が得られやすくなってき
てはいる。私が日本にいたときより，上記のようなデ
メリットの幾分かは解消されているように思う。韓国
弁理士が外国で働く場合は時々あるが，本人の長所，
すなわち韓国弁理士であれば韓国実務に関する専門性
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は，継続して磨き維持すべきものと私は考えている。

　3.4　帰国および再就職
　私自身は日本の特許事務所でより多くの経験を積み
たい気持ちがあったが，家族の事情などにより，2013
年 2 月に日本を離れ韓国へ戻ることとなった。事務所
に退職の意思を伝えた日のことは今でも忘れられな
い。私は会長の部屋を訪ねて退職の事情を説明し，こ
れまでの感謝の気持ちと，退職の申し訳ない思いや複
雑な心境も一緒に伝えた。私は感極まって涙をこらえ
ることができず，その姿に会長も一緒に別れを惜しま
れた。このときの会長の涙を見て，私は外国人であっ
ても日本の特許事務所の一員としてきちんと受け入れ
られていたことを実感した。こうしたことは，私に
とって日本という外国で働いたことの何よりの宝で
あった。
　韓国へ帰国後，私は日本の特許事務所で 3 年 6 カ月
にわたり正社員として働いた経験が認められて，韓国
の大手ローファームに就職し，現在に至っている。私
が知る限り，日本の企業や特許事務所で正社員として
数年間働いた経験のある韓国弁理士は数えるほどしか
いない。
　私が日本へ行く前に目標としていた，現地での日本
語習得と業務経験は，困難な時もあったが十分に達成
できたと思う。韓国にいたら決してわからなかったで
あろう日本での特許実務について，実体験の裏付けを
もって理解することができたし，日本の実社会や文化
を知ったことで，日本のクライアントのさまざまな意
図や事情も比較的容易に推察できるようになったと
思う。
　現在，日本での経験を生かして，日本企業の紛争お
よび出願・権利化を主な業務としており，特に望んで
いた紛争業務も多数経験している。こうした日々の業
務では，日本のクライアントとの書面，電話，オンラ
インでのやり取りはいずれも日本語で無理なく行えて
いる。日本のクライアントに韓国の知財制度やその日
本の制度との違いを説明する折にも明瞭かつ十分な説
明をしながら，韓国の制度や実務の特殊性に鑑みて的
確な対応案を提案することを心掛けている。
　日本の各知財機関で韓国特許実務についての日本語
講演をする機会もたびたびある。そのほか，日本の主
要判例，日本弁理士会の月刊パテント，JIPA の知財
管理誌なども定期的にチェックし，その過程で韓国の

知財業界に影響を与えるものなどがあれば，判例注釈
や寄稿文の執筆・翻訳などにも力を入れている（9）。
　日本での約 4 年，日本の特許事務所での 3 年 6 カ月
の期間は，振り返ってみると多少無謀で右往左往，孤
軍奮闘の連続であったが，「私の人生最大の挑戦の歴
史」であったと自負できると思う。未だ業務能力が十
分でなかった私を差別なく温かく受け入れ，物心両面
で助けてくれた特許事務所と日本社会に深い感謝の言
葉を伝えたい。プライベートでも多くの厚意を受けた
当時の思い出を胸にして，今でも私は，いつか恩返し
しようと心に決めている。

4.日本での活動を目指す外国人へ
（1）　アドバイス
　外国の人材が日本に就職先を求めるときには，外国
にいながらして日本の就職先を決める場合（筆者 1 の
ケース）と，日本に渡った後に日本語学習後に就職を
試みる場合（筆者 2 のケース）がある。いずれのケー
スにおいて，外国人が日本の企業や事務所で働くこと
は容易ではなく，日本語のレベル，日本滞在の費用，
日本社会への適応度など，そして何よりも本人の情熱
が必要になってくる。
　そうした現実面を考慮すると，外国本国にいるうち
に一定水準の日本語学習を終え，日本の就職先を決め
た上で，日本に行き生活を始めることが良いと思われ
る。韓国では，国内で日本語学習の環境も整っており，
過去の時代の勢いはないとしても，現在も日本語学習
者は多い。日本の知財業界の就職先を決めるのにおい
ては，日本企業または日本特許事務所のどこで働く
か，具体的にどの職場が自分に合うか，その職場が要
求する人材は何であり，そのニーズにいかなる面で貢
献できるかなどを志願者として十分に検討する必要が
ある。外国人として日本の就職先の情報を得ることは
容易ではないが，給与面だけでなく，できるだけ就職
先のターゲットを明確にして，それにかなう職場を見
つけることが必要だと思う。
　幸いにも日本の職場で働くことになった後は，やは
り職場の一員として特別意識なしに日本人と同等に業
務に参加する必要がある。外国人という理由で，ある
程度の便宜が計らわれる場合もあるが，長く働くため
には，できるだけ同等の責任と義務を負うように努力
する必要があると思われる。日本の職場で外国人の存
在が負担や迷惑になることを減らし，可能な範囲で日
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本人と同じく貢献を図り，その上で外国人本人として
の特技（例えば，韓国弁理士であれば，韓国実務に対
する専門性）を最大限活かしていくことが大切である。
そして，外国人でなく職場の一人の人間として，ここ
にプラスアルファとして貢献できる業務を持続的に開
発して拡張させる必要がある。

（2）　外国人が安心できる日本社会
　韓国において日本は単一民族の国というイメージで
同質性を好む傾向があると考えることが多いが，実際
に日本で働いた実体験によると，外国人にとってさま
ざまな厚遇を受けることができた。特に東京には韓国
のソウルより外国人の数が多く，韓国人にとって違和
感の少ない安心のできる，ダイバーシティが尊重され
る国だという印象を強く持つようになった。
　外国人が日本で働く上では，言葉と経済面，そして
子供がいる場合には子育ての支援が大切になる。日本
に入国して就職する前は，市役所や区役所で提供する
外国人用日本語クラスがあり，ほぼ無料で日本語を学
習することができた。
　日本で子供が生まれたときには，外国人であっても
日本政府から相当な子育ての支援金を受けることがで
きた。子供を私立保育園に預けたときは，保育料の一
部を日本政府が支援してくれた。保育園の先生は外国
人に友好的な雰囲気で，日本人のママ友も友だちとし
て普通に受け入れてくれた。

5.おわりに
　本稿では，2 人の韓国弁理士が日本の知財業界で働
いた体験を記載した。異文化の外国人が日本社会で働
いたときに，何を求め，何にぶつかり，どんなことを
考えるのかを実体験に基づいて記したものである。
　日本の社会のみならず，日本の知財業界でも，今後
も外国人の人材活用が活躍する場は多いと思われる。
特に知財業界はグローバル化の速度が速く，日本企業
の知財力を考えれば，日本の知財業界で働きたい海外
の人材は，大相撲の海外出身力士の数ほど多いと思わ
れる。ポストコロナ時代が早く到来し，再度日本知財
業界の多くの方々と再会できることを期待してやま
ない。

以上

（注）
（1）金張法律事務所の韓国弁理士（jbkim2@kimchang.com）
（2）金張法律事務所の韓国弁理士（thmin@kimchang.com）
（3）日本特許庁発行の「特許行政年次報告書 2021 年版」による

と，2020 年の日本からの PCT 国際出願件数は，2016 年の
時点に比べて 11.2％増加し，50,527 件である（1 位は 68,707
件の中国，2 位は 58,881 件の米国）。2020 年の日本人による
海外主要特許庁への特許出願件数は，USPTO へ 79,207 件，
CNIPA へ 47,862 件，EPO へ 21,841 件，KIPO へ 14,014 件
であった 2020 年の外国人による日本への特許出願件数は，
米国と欧州からの出願がそれぞれ 22,451 件と 19,272 件，韓
国からの出願は 5,881 件，中国からの出願は 8,406 件となっ
ている。

（4）現在の韓国弁理士試験では，外国語試験として公認英語能
力検定試験の成績提出が求められ，TOEIC 試験の場合，基
準点として 775 点以上が課せられている。

（5）日本語能力試験（JLPT）は，日本を含め世界 87 カ国・地
域（2019 年）で実施し，日本語非母語話者を対象とする日
本語試験としては最も受験者の多い試験である。平成 22 年
に試験を大幅に改定し，レベルを 1 級～4 級の 4 段階から
N1～N5 の 5 段階に変更し，試験科目，試験時間および合格
点を再編した。例えば，N1 レベルは「幅広い場面で使われ
る日本語を理解する事ができる」とされている。外国人が就
業をするとき，N1 などの高いレベルなら業務に必要なある
程度の日本語が可能だと思われる。

（6）2003 年当時の韓国弁理士試験では，外国語試験の選択科目
として日本語も含まれていた。

（7）日本の特許実務との相違点としては，i）韓国には，補正不
可期間内の分割出願時に追加で求められる実体的要件がない
点，ii）韓国では，拒絶決定不服審判の審理結果，審判官が
特許審決をせずに差し戻した後，審査官が特許「決定」をす
るのに対し（このため韓国では，成立審決を受けても再度審
査官による新たな拒絶理由が発送される可能性がある），日
本では，原則的に審判官が特許「審決」をする点，iii）韓国
では，拒絶決定不服審判の段階で拒絶理由通知（すなわち補
正の機会）が与えられることがほとんどないのに対し，日本
では，十分あり得る点などがあり，こうした日韓特許制度の
実務上の違いを発見していくことは日本生活の楽しみでも
あった。

（8）韓国向け PR 活動として，事務所内で執筆した寄稿文「発
明の保護及び権利活用を図るための特許明細書は如何にある
べきか」（知財管理 Vol.60 No.3, 2010 日本知的財産協会）を
韓国語に翻訳し，韓国特許庁が発刊する雑誌『知的財産 21』
に事務所名で掲載した。また，2012 年 1 月 27 日の知財高裁
大合議体判決である PBP クレームに関する判決（平成 22 年

（ネ）第 10043 号）に関連し，日本の判決内容を整理し，韓
国における従前判決の見解と違いについて論じた寄稿文「プ
ロダクト・バイ・プロセスに関する日本の知財高裁判決の内
容及びその意義」を作成して，韓国弁理士会の「特許と商
標」誌に寄稿した。

（9）日本の PBP クレームに関する最高裁判決を検討し，寄稿文
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「PBP クレームに関する日本最高裁判決の紹介」（韓国弁理
士会発刊「特許と商標」，2015 年 7 月 22 日）を執筆し，損
害賠償額の算定に関する日本の知財高裁の大合議体判決 2 件
を検討し，寄稿文「2019 年及び 2020 年言渡し日本知財高裁
大合議体判決の紹介」（Law and Technology，2020 年 7 月）
を執筆したほか，月刊パテント誌の寄稿文「平成 28 年にお

ける特許審決取消訴訟の概況」の翻訳文を著者の許諾を得て
韓国雑誌に掲載したり，月刊パテント誌に「韓国における営
業秘密保護に関する質問および回答（月刊パテント，2021
年 10 月）」に共同著者として執筆したりもした。

（原稿受領 2022.3.22）
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